
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

告　
　

示

○
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
係
る
変
更
の
届
出　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
高
齢
保
健
福
祉
課
）　

一

○
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定

　

に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）　

二

○
道
路
の
区
域
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
維
持
課
）　

二

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
森
林
保
全
課
）　

二

○
産
業
青
年
隊
訓
練
所
平
成
十
四
年
度
隊
員
第
二
次
募
集
の
実
施　
　
　
　
　
　

（
監　

理　

課
）　

二

○
熊
本
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更　
　
　
　

（
水
産
振
興
課
）　

三

○
家
畜
伝
染
病
に
係
る
届
出　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
畜　

産　

課
）　

四

　
　

公　
　

告

○
平
成
十
四
年
熊
本
県
歯
科
技
工
士
試
験
の
実
施　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
医
務
福
祉
課
）　

四

○
平
成
十
三
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
合
格
者
の
決
定　
　
　
　
　
　

（
工
業
振
興
課
）　

七

○
平
成
十
三
年
度
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
の
合
格
者
決
定　
　
　
　
　
　
　

（
林　

政　

課
）　

七

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
届
出
に
対
す
る
市
町
村
意
見　
　
　
　
　
　
　
　

（
商
工
政
策
課
）　

七

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

七

　
　

登　

載　

依　

頼

○
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
の
所
在
地
の
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
安
委
員
会
）　

七

○
熊
本
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

八

○
熊
本
県
道
路
交
通
規
則
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
交
通
法
第
九
十
四
条
に
規
定

　

す
る
申
請
又
は
届
出
、
場
所
、
期
日
及
び
受
付
時
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

八

○
熊
本
県
道
路
交
通
規
則
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
交
通
法
第
百
八
条
の
二
第
一

　

項
第
三
号
等
に
規
定
す
る
講
習
を
行
う
場
所
、
期
日
及
び
受
付
時
間　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

九

○
平
成
六
年
九
月
十
九
日
公
安
委
員
会
告
示
第
十
一
号
の
一
部
改
正　
　
　
　
　

（
公
安
委
員
会
）
一
三

○
熊
本
県
道
路
交
通
規
則
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
運
転
免
許
試
験
等
を
行
う
場
所
、
期
日
及

　

び
受
付
時
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）
一
三

○
道
路
交
通
法
第
百
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
初
心
運
転
者
講
習
を
行
わ
せ
る
指
定
講
習

　

機
関　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）
一
五

○
熊
本
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）
一
六

○
荒
玉
地
区
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
の
開
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
荒
玉
地
区
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
）
一
七

○
阿
蘇
地
区
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
の
開
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
阿
蘇
地
区
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
）
一
七

○
情
報
公
開
審
査
会
の
会
議
の
開
催　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
情
報
公
開
審
査
会
）
一
七

熊
本
県
告
示
第
千
七
十
三
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

業
所
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子
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目　
　

次 

告　
　
　
　

示

事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
所
の
所
在
地

菊
池
市
社
会
福
祉
協
議
会
居
宅
介 
護

支
援
事
業
所

菊
池
市
大
字
隈
府
八
百
八
十
八

慈
晃
園
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

本
渡
市
佐
伊
津
町
九
百
二
十
八
番
地

ふ
く
し
生
協

熊
本
市
長
嶺
西
三
丁
目
二
番
八
十
七
号

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ト
ラ
ス
テ
ィ
ー

ホ
ー
ム
げ
ん
き

上
益
城
郡
益
城
町
大
字
惣
領
字
木
神
千

五
百
二
十
二
番
地
一

変　

更　

事　

項

代
表
者
の
氏
名
及
び
住

所代
表
者
の
氏
名
及
び
住

所事
業
者
及
び
事
業
所
の

所
在
地

事
業
所
の
所
在
地

変

更

後

の

内

容

福
村
三
男

菊
池
市
大
字
隈
府
四
百
七
十
三

番
地
三
十
一

金
子
康
男

本
渡
市
佐
伊
津
町
千
八
百
九
十

一
番
地

熊
本
市
帯
山
七
丁
目
二
十
二
番

三
号

上
益
城
郡
益
城
町
大
字
惣
領
千

四
百
九
十
一
番
地
八



熊
本
県
告
示
第
千
七
十
四
号

　

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）

第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
告
示
第
千
七
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に

お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
変
更
す
る
区
間
等

二　

区
域
変
更
す
る
期
日　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

熊
本
県
告
示
第
千
七
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所　

熊
本
県
天
草
郡
御
所
浦
町
字
椛
本
二
二
三
五
の
一
（
次
の
図
に

　

示
す
部
分
に
限
る
。
）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三　

解
除
の
理
由　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
熊
本
県
庁
及
び
熊
本
県
天
草
地
域
振
興
局
並
び
に
御
所
浦

町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

熊
本
県
告
示
第
千
七
十
七
号

　

熊
本
県
産
業
開
発
青
年
隊
訓
練
所
実
施
要
綱
（
昭
和
四
十
二
年
熊
本
県
告
示
第
千
二
号
）
第
二
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
平
成
十
四
年
度
熊
本
県
産
業
開
発
青
年
隊
訓
練
所
隊
員
の
二
次
募
集
を
、
次
の
と
お
り
実

施
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

応
募
資
格

　

１　

県
内
に
居
住
し
、
又
は
居
住
し
よ
う
と
す
る
十
八
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満
で
独
身
の
者

　
　
　

（
昭
和
五
十
二
年
四
月
二
日
か
ら
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者
）

　

２　

高
等
学
校
卒
業
程
度
の
学
力
を
有
す
る
者

　

３　

心
身
と
も
に
健
全
で
所
定
の
教
育
訓
練
に
耐
え
得
る
者

　

４　

全
寮
制
に
よ
る
規
則
正
し
い
集
団
生
活
に
耐
え
得
る
者

二　

募
集
人
員
及
び
募
集
期
間

　

１　

募
集
人
員　

十
五
人
程
度
（
女
子
を
含
む
。
）

　

２　

募
集
期
間　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
十
四
年
二
月
八
日
ま
で

三　

試
験
の
日
時
、
場
所
及
び
試
験
科
目

　

１　

試
験
日
時　

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら

　

２　

試
験
場
所　

財
団
法
人
熊
本
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー
（
下
益
城
郡
城
南
町
舞
原
東
一
九
四
）

　

３　

試
験
科
目　

学
科
試
験
（
数
学
・
国
語
・
作
文
）
、
面
接
試
験

四　

合
格
発
表

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
二
日
（
金
曜
日
）
と
し
、
合
格
者
に
は
直
接
本
人
あ
て
合
格
通
知
書
を
郵
送

　

す
る
。

五　

応
募
手
続

　
　

次
の
書
類
に
八
十
円
切
手
一
枚
を
添
え
て
、
熊
本
県
産
業
開
発
青
年
隊
訓
練
所
あ
て
募
集
期
間
内
に
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指
令

番
号56

所　

在　

地

荒
尾
市
荒
尾
二
六

〇
〇

名　
　

称

荒
尾
市
民
病
院

開　
　
　

設　
　
　

者

住　
　
　

所

荒
尾
市
宮
内
出
目

三
九
〇

氏　
　

名

荒
尾
市

指
定
年
月
日

平
成
十
三
年

十
二
月
十
九
日

道
路の種

類
一
般

県
道

路

線

名

北

里

宮

原

線

区

域

変

更

す

る

区

間

阿
蘇
郡
小
国
町
大
字
北
里
字
前

　
　
　
　
　
　
　

三
一
九
六
番
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

番
地
先
ま
で

前　後前後

幅　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
三
・
二

　
　

〜

　

一
八
・
二

　

九
・
四

　
　

〜

　

一
八
・
二

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
五
・
六

一
五
・
六

備　

考

廃

道

処

分



　

提
出
す
る
こ
と
。
（
郵
送
の
場
合
は
、
締
切
日
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
有
効
と
す
る
。
）

　

１　

試
験
申
込
書
（
所
定
の
も
の
を
使
用
し
、
写
真
は
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の
。
）

　

２　

最
終
出
身
校
成
績
証
明
書
又
は
調
査
書
（
卒
業
見
込
み
の
者
は
、
申
込
日
の
属
す
る
学
期
の
前
学

　
　

期
ま
で
と
す
る
。
）

　

３　

健
康
診
断
書
（
保
健
所
又
は
公
的
医
療
機
関
の
証
明
す
る
二
箇
月
以
内
の
も
の
。
）

六　

応
募
書
類
の
提
出
先

　
　

熊
本
県
産
業
開
発
青
年
隊
訓
練
所

　
　

〒
八
六
一｜

四
二
一
五

　
　

下
益
城
郡
城
南
町
沈
目
一
六
六
七

七　

そ
の
他

　

１　

受
験
申
込
書
等
に
虚
偽
の
記
載
の
事
実
が
判
明
し
た
場
合
は
、
合
格
決
定
後
で
も
合
格
を
取
り
消

　
　

す
場
合
が
あ
る
。

　

２　

問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

熊
本
県
産
業
開
発
青
年
隊
訓
練
所
（
電
話
〇
九
六
四｜

二
八｜

六
六
一
一
）

　
　
　

熊
本
県
土
木
部
監
理
課
（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜
一
一
一
一　

内
線
六
〇
二
三
）

熊
本
県
告
示
第
千
七
十
八
号

　

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
四
条
第
八
項
の

規
定
に
よ
り
熊
本
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
（
平
成
十
三
年
熊
本
県
告
示
第

千
三
十
四
号
）
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
公
表
す
る
。

　

な
お
、
変
更
後
の
熊
本
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
は
平
成
十
四
年
一
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
方
針

　

１　

本
県
の
水
産
業
は
、
海
面
漁
業
の
生
産
額
が
全
国
で
十
数
位
の
漁
業
実
績
を
示
し
て
お
り
、
特
に

　
　

天
草
地
域
に
お
い
て
は
、
中
核
的
な
産
業
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　

ま
た
、
水
産
物
加
工
業
の
生
産
も
盛
ん
で
あ
り
、
な
か
で
も
雑
節
類
の
生
産
量
は
、
全
国
の
ト
ッ

　
　

プ
ク
ラ
ス
を
占
め
て
い
る
。

　
　
　

こ
の
よ
う
に
水
産
業
は
、
本
県
の
均
衡
あ
る
発
展
を
図
る
た
め
に
は
海
洋
生
物
資
源
を
適
切
に
管

　
　

理
し
、
合
理
的
に
利
用
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

２　

本
県
水
域
は
、
広
大
な
干
潟
漁
場
を
有
す
る
有
明
海
、
外
洋
に
面
し
た
天
草
西
海
、
島
々
の
点
在

　
　

す
る
不
知
火
海
と
変
化
に
富
ん
で
い
る
た
め
、
多
種
類
の
魚
介
類
が
生
息
し
、
我
が
国
有
数
の
漁
場

　
　

を
形
成
し
て
い
る
。

　
　
　

し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
周
辺
水
域
に
お
け
る
海
洋
生
物
資
源
の
多
く
が
低
水
準
、
減
少
傾
向
に

　
　

あ
り
、
ま
た
本
県
海
域
に
お
け
る
海
洋
生
物
資
源
も
低
水
準
、
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
が
多
く
な
っ

　
　

て
き
て
い
る
。

　
　
　

今
後
と
も
こ
の
よ
う
な
状
況
が
継
続
す
れ
ば
県
民
、
国
民
の
ニ
ー
ズ
へ
の
的
確
な
対
応
の
み
な
ら

　
　

ず
、
地
域
の
経
済
発
展
へ
の
重
大
な
支
障
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

　

３　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
県
と
し
て
は
従
来
か
ら
漁
業
の
管
理
、
資
源
管
理
型
漁
業
の
推
進
等
、

　
　

種
々
の
保
存
管
理
措
置
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
結
果
、
地
先
の
資
源
を
主
体
と
し
て
、

　
　

多
く
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
管
理
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
今
後
、
さ
ら
に
海
洋

　
　

生
物
資
源
の
適
切
な
保
存
及
び
管
理
を
図
る
た
め
、
基
本
計
画
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
漁
獲
可
能
量
の

　
　

都
道
府
県
別
の
数
量
に
つ
い
て
適
切
な
管
理
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
す
る
。

　

４　

漁
獲
可
能
量
制
度
を
適
切
に
管
理
し
、
必
要
に
応
じ
て
漁
業
者
等
の
指
導
又
は
採
捕
の
数
量
の
公

　
　

表
等
実
効
措
置
を
講
じ
る
た
め
、
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
実
績
の
的
確
な
管
理
措
置
を

　
　

講
じ
る
こ
と
と
す
る
。

　

５　

ま
た
、
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
、
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量
に
係
る
管
理
を
適
切
に
行
っ
て
い
く

　
　

た
め
に
は
、
こ
れ
ら
海
洋
生
物
資
源
の
分
布
、
回
遊
状
況
、
資
源
の
内
容
、
当
該
資
源
を
取
り
巻
く

　
　

環
境
等
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
科
学
的
デ
ー
タ
や
知
見
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　

こ
の
た
め
、
当
該
デ
ー
タ
の
蓄
積
や
知
見
の
進
展
を
図
る
よ
う
、
県
水
産
研
究
セ
ン
タ
ー
を
中
心

　
　

と
し
、
国
又
は
関
係
県
と
の
連
携
の
下
、
資
源
調
査
体
制
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
と
す
る
、
ま
た

　
　

資
源
管
理
の
充
実
を
図
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
漁
業
管
理
措
置
の
強
化
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

　

６　

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
以
外
の
海
洋
生
物
資
源
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
資
源
管
理
を
推
進

　
　

す
る
よ
う
、
従
来
か
ら
の
資
源
管
理
型
漁
業
等
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

７　

海
洋
生
物
資
源
の
適
切
な
保
存
及
び
管
理
を
図
る
た
め
協
定
制
度
の
活
用
等
に
よ
り
、
引
き
続
き

　
　

漁
業
者
等
に
よ
る
自
主
的
な
資
源
管
理
を
推
進
す
る
。

二　

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
期
間
及
び
数
量
に

　

関
す
る
事
項

　
　

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
管
理
対
象
期
間
及
び
知
事
管
理
量
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

【
ま
あ
じ
】

　
　

一
月
か
ら
十
二
月
ま
で　

若
干

　

【
ま
い
わ
し
】

　
　

一
月
か
ら
十
二
月
ま
で　

若
干

　

【
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
】

　
　

一
月
か
ら
十
二
月
ま
で　

若
干

三　

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
知
事
管
理
量
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項
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【
ま
あ
じ
、
ま
い
わ
し
、
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
】

　
　
　

中
型
ま
き
網
漁
業
、
小
型
ま
き
網
漁
業
及
び
棒
受
け
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
漁
業
者
に
よ
る
自
主

　
　

的
な
漁
獲
可
能
量
の
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
協
定
制
度
の
普
及
・
定
着
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　

ま
た
、
小
型
ま
き
網
漁
業
、
棒
受
け
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る

　
　

こ
と
が
な
い
よ
う
、
許
可
隻
数
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
て
、
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規

　
　

制
に
基
づ
い
て
操
業
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ

　
　

う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

四　

そ
の
他
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項

　

１　

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
詳
細
か
つ
正
確
な
資

　
　

源
管
理
状
況
の
把
握
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
漁
業
情
報
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
資
源

　
　

に
関
す
る
調
査
・
研
究
の
充
実
強
化
を
さ
ら
に
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　

２　

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
小
型
魚
や
産
卵
親
魚
の
保
護
等
に
向
け
た

　
　

取
組
み
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

熊
本
県
告
示
第
千
七
十
九
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
公
示
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
公
告
第
八
百
八
十
号

　

歯
科
技
工
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
一
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
十
四
年
熊
本
県
歯
科
技
工
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

試
験
期
日

　

１　

学
説
試
験

　
　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日
（
月
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

　

２　

実
地
試
験

　
　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
六
日
（
火
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二　

試
験
場
所

　

１　

学
説
試
験

　
　
　

熊
本
県
健
康
セ
ン
タ
ー　
　

熊
本
市
東
町
四
丁
目
十
一
番
一
号

　

２　

実
地
試
験

　
　
　

熊
本
歯
科
技
術
専
門
学
校　

熊
本
市
本
荘
三
丁
目
一
番
六
号

三　

受
験
資
格

　
　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

　

１　

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
歯
科
技
工
士
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日

　
　

ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者

　

２　

厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し
た
歯
科
技
工
士
養
成
所
を
卒
業
し
た
者
又
は
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一

　
　

日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者

　

３　

歯
科
医
師
国
家
試
験
又
は
歯
科
医
師
国
家
試
験
予
備
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

　

４　

外
国
の
歯
科
技
工
士
学
校
若
し
く
は
歯
科
技
工
士
養
成
所
を
卒
業
し
、
又
は
外
国
で
歯
科
技
工
士

　
　

の
免
許
を
受
け
た
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
１
、
２
又
は
３
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び

　
　

技
能
を
有
す
る
と
認
め
た
者

四　

試
験
科
目

　

１　

学
説
試
験

　
　
　

歯
科
理
工
学
、
歯
の
解
剖
学
、
顎
口
腔
機
能
学
、
有
床
義
歯
技
工
学
、
歯
冠
修
復
技
工
学
、
矯
正

　
　

歯
科
技
工
学
、
小
児
歯
科
技
工
学
及
び
関
係
法
規

　

２　

実
地
試
験

　
　
　

歯
科
技
工
実
技

五　

試
験
方
法

　
　

学
説
試
験
は
筆
記
、
実
地
試
験
は
実
技
に
よ
り
行
う
。

六　

受
験
願
書
の
受
付
期
間

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日
（
月
）
か
ら
同
年
二
月
四
日
（
月
）
ま
で
の
日
（
土
曜
日
、
日
曜
日
を

　

除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

　
　

な
お
、
郵
送
の
場
合
は
、
同
年
二
月
四
日
（
月
）
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
を
有
効
と
す
る
。

七　

受
験
願
書
の
提
出
先

　
　

熊
本
県
健
康
福
祉
部
医
務
福
祉
課

　
　

〒
八
六
二｜

八
五
七
〇　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

八　

提
出
書
類
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病　

名

ヨ
ー
ネ
病

区
分

患
畜

発　

生　

年　

月　

日

平
成
十
三
年
十
二
月
十
七
日

発

生

場

所

鹿
本
郡
鹿
本
町

発
生
頭
数

一
戸
一
頭

適　
　

用

乳
用
牛

公　
　
　
　

告



　

１　

受
験
願
書
（
別
記
第
１
号
様
式
）

　

２　

受
験
票　

（
別
記
第
２
号
様
式
）

　
　

ア　

受
験
票
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
所
定
の
位
置
に
写
真
（
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四
セ
ン

　
　
　

チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
出
願
前
六
カ
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
上
半
身
を
撮
影
し
た
も
の
で
、

　
　
　

本
人
と
確
認
で
き
る
も
の
）
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。

　
　

イ　

受
験
番
号
欄
に
は
何
も
記
入
し
な
い
こ
と
。

　

３　

三
の
１
又
は
２
に
該
当
す
る
者
は
、
卒
業
証
明
書
又
は
卒
業
見
込
証
明
書

　

４　

三
の
３
に
該
当
す
る
者
は
、
歯
科
医
師
国
家
試
験
又
は
歯
科
医
師
国
家
試
験
予
備
試
験
を
受
け
る

　
　

こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

　

５　

三
の
４
に
該
当
す
る
者
は
、外
国
の
歯
科
技
工
士
学
校
若
し
く
は
歯
科
技
工
士
養
成
所
を
卒
業
し
、

　
　

又
は
外
国
で
歯
科
技
工
士
の
免
許
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受

　
　

け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

九　

受
験
手
数
料

　

１　

受
験
手
数
料
は
、
三
万
六
千
円
と
す
る
。

　

２　

県
内
居
住
者
は
、願
書
に
三
万
六
千
円
に
相
当
す
る
額
の
熊
本
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。

　

３　

県
外
居
住
者
は
、
願
書
に
三
万
六
千
円
の
郵
便
小
為
替
を
添
付
す
る
か
、
又
は
現
金
書
留
で
郵
送

　
　

す
る
こ
と
。

　

４　

一
度
納
入
し
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

十　

口
頭
に
よ
る
個
人
情
報
の
開
示
請
求

　
　

こ
の
試
験
結
果
の
自
己
の
関
す
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
を

　

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

１　

開
示
を
行
う
期
間　

合
格
発
表
の
日
か
ら
一
カ
月

　

２　

開
示
を
行
う
場
所　

熊
本
県
健
康
福
祉
部
医
務
福
祉
課

　

３　

医
事
を
行
う
内
容　

総
合
得
点
及
び
科
目
別
得
点

　
　

な
お
、
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
、
受
験
票
を
持
参
す
る
必
要
が
あ
る
。

十
一　

そ
の
他

　

１　

受
験
願
書
の
受
付
を
終
わ
っ
た
者
に
は
、受
験
票
を
送
付
す
る
。（
受
験
票
は
試
験
当
日
必
ず
持
っ

　
　

て
来
る
こ
と
。
）

　

２　

卒
業
見
込
証
明
書
を
添
付
し
て
受
験
願
書
を
提
出
し
た
者
は
、
平
成
十
四
年
三
月
十
三
日
（
水
）

　
　

ま
で
に
卒
業
証
明
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

３　

試
験
場
内
へ
の
携
帯
電
話
の
持
ち
込
み
は
認
め
な
い
。

　

４　

合
格
発
表
は
、
平
成
十
四
年
三
月
二
十
日
（
水
）
午
後
一
時
に
熊
本
県
庁
本
館
一
階
ロ
ビ
ー
に
合

　
　

格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
は
合
格
証
書
を
送
付
す
る
。

　

５　

試
験
に
関
す
る
照
会
及
び
受
験
願
書
等
の
請
求
は
、
熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号
熊
本
県

　
　

健
康
福
祉
部
医
務
福
祉
課
（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一
、
内
線
七
〇
四
五
、
七
〇
四
六
）

　
　

へ
行
う
こ
と
。

　
　
　

な
お
、
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
歯
科
技
工
士
試
験
」
と
朱
書
し
、
八
十
円
分

　
　

の
切
手
を
貼
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
す
る
こ
と
。
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熊
本
県
公
告
第
八
百
八
十
一
号

　

砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
、
平
成
十
三
年
度
砂

利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
合
格
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
公
告
第
八
百
八
十
二
号

　

熊
本
県
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
熊
本
県
条
例
第
十
八
号
）
第
二
条
の
規
定

に
よ
り
実
施
し
た
平
成
十
三
年
度
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
の
合
格
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
公
告
第
八
百
八
十
三
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宇
土
市
か

ら
意
見
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
そ
の
概
要
を
公

告
し
、
当
該
意
見
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

一　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

ス
ー
パ
ー
キ
ッ
ド
宇
土
店　

宇
土
市
南
段
原
字
南
二
〇｜

一

二　

市
町
村
意
見
の
概
要

　
　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
届
出
に
つ
い
て
、
述
べ
る
意
見
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

三　

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

　
　

熊
本
県
商
工
観
光
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
宇
城
地
域
振
興
局
振
興
調
整
室

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
四
年
一
月
二
十
七
日
ま
で

熊
本
県
公
告
第
八
百
八
十
四
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
松
橋
町
か

ら
意
見
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
そ
の
概
要
を
公

告
し
、
当
該
意
見
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

ハ
イ
パ
ー
モ
ー
ル
メ
ル
ク
ス
松
橋　

下
益
城
郡
松
橋
町
豊
福
字
白
毛
熊
一
六
八
三
番
一
ほ
か

二　

市
町
村
意
見
の
概
要

　
　

周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
十
分
な
注
意
を
払
い
、
適
切
な
配
慮
を
行
っ
て
も
ら
い
た
い
。

三　

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

　
　

熊
本
県
商
工
観
光
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
宇
城
地
域
振
興
局
振
興
調
整
室

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
四
年
一
月
二
十
七
日
ま
で

熊
本
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
号

　

指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
「
財
団
法
人
熊
本
県
交
通
安
全
協
会
」
の
所
在
地
の

変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
公
安
委
員
会
委
員
長　

松　

村　

敏　

人

一　

変
更
後
の
事
務
所
の
所
在
地

　
　

菊
池
郡
菊
陽
町
大
字
辛
川
二
六
五
五
番
地

二　

変
更
す
る
期
日

　
　

平
成
十
四
年
一
月
四
日
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受
験
番
号

三

氏　
　
　

名

鳥　

部　

和　

久

受
験
番
号

六

氏　
　
　

名

永　

畑　

照　

雄

登
録
番
号

三
八
二

三
八
三

三
八
四

三
八
五

受
験
番
号

一二三四

本　
　

籍

熊
本
県

熊
本
県

熊
本
県

熊
本
県

氏　
　
　
　
　
　
　
　

名

阿
蘇
品　

貴　

博

田　

中　

博　

史

山　

下　

友　

啓

吉　

田　

隆　

幸

登　

載　

依　

頼



平成13年12月28日　金曜 熊 本 県 公 報 第1  0  7  8  4号 8


